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国 土 利 用 計 画 法 の 概 要 

 

（昭和４９年６月２５日公布、同年１２月２４日施行） 

目        的 

国 土 利 用 計 画 

 全国計画       都道府県計画       市町村計画 

土地利用基本計画 

①都市地域 
②農業地域 
③森林地域 
④自然公園地域 
⑤自然保全地域 

土地利用の調整等に関する事項 

五地域区分 
個

別

規

制

法 

・都市計画法 
・農振法 
・森林法 
・自然公園法 
・自然環境保全法 
・その他 

基本とする 

即する 

遊休土地に関する措置 

国土の利用に関する基本構想、国土の利用目的に応じた区分ごとの
規模の目標等について定める。 

都道府県の区域を対象として、当該地域の土地利用に関する諸計画を
総合的に調整するとともに、土地取引に関しては直接的に、開発行為
に関しては個別規制法を通じて間接的に、規制の基準として機能。 

土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害
を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るた
め、土地取引の段階における規制措置を講ずる。 

土地取引動向の調査 注視区域等が指定された場合には、地価動向、土地取引動向等につい
て調査する。 

届出等を経て取得された後、２年を経過した一定規模以上の低未利
用地で利用を促進する必要があるものについて、遊休土地である旨
の通知等を行う。 

土地取引の規制に関する措置 

全国（事後届出制） 

注視区域（事前届出制） 

監視区域（事前届出制） 

規制区域（許可制） 

法定面積（市街化区域２千㎡、都市計画区域５千㎡、都市計画
区域外１万㎡）以上の土地について、土地売買等の契約締結後
２週間以内に届出。利用目的に係る勧告・助言。 

法定面積（市街化区域２千㎡、都市計画区域５千㎡、都市計画
区域外１万㎡）以上の土地について、土地売買等の契約締結前
に届出。予定価額、利用目的に係る勧告。 

都道府県等の規則で定める面積以上の土地について、土地売買
等の契約締結前に届出。予定価額、利用目的に係る勧告。 

すべての土地売買等の契約の締結について都道府県知事の許
可が必要（許可を受けないで締結された契約は無効）。 

国土利用計画の策定、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に
関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることに
より、国土形成計画法による措置と相まって、総合的かつ計画的な
国土の利用を図る。 

※ 都道府県地価調査（施行令第９条） 
土地取引規制における価格審査において、相当な価額の算定に資するため、都道府県知事が毎年１回、各都道府県の基準地（令

和５年は全国 21,381 地点）について不動産鑑定士の鑑定評価を求め、これを審査、調整し、一定の基準日（７月１日）におけ

る正常価格を公表するものである。 
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国土利用計画法に基づく土地取引規制制度 

制度の運用は、都道府県知事又は指定都市の長が行う。 

制度の

区分 
事後届出制 

事前届出制 

（注視区域） 

事前届出制 

（監視区域） 

許可制 

（規制区域） 

根拠 23 条～27 条の２ 27 条の３～５ 27 条の６～９ 12 条～22 条 

施行 

時期 

Ｈ10.９ 

(S49-H10 は事前届出制) 
Ｈ10.９ Ｓ62.８ Ｓ49.12 

 

区域指 

定要件 

なし 

（右３区域以外の地域） 

地価の社会的経済的に

相当な程度を超えた上

昇又はそのおそれがあ

り、これによって適正

かつ合理的な土地利用

の確保に支障を生ずる

おそれがあると認めら

れる区域を、期間を定

めて、注視区域として

指定することができ

る。   (27 条の３) 

地価の急激な上昇又

はそのおそれがあり、

これによって適正か

つ合理的な土地利用

の確保が困難となる

おそれがあると認め

られる区域を、期間を

定めて、監視区域とし

て指定することがで

きる。 (27 条の６) 

次に掲げる区域を、

期間を定めて、規制

区域として指定する

ものとする。 

・投機的取引の相当

範囲にわたる集中

又はそのおそれ、

及び地価の急激な

上昇又はそのおそ

れが認められる 

等    (12 条) 

 

対象面 

積要件 

･市街化区域          2,000 ㎡以上 

･その他の都市計画区域 5,000 ㎡以上 

･都市計画区域外      10,000 ㎡以上 

(23 条)       （27 条の４） 

都道府県知事等が規則

で定める面積（左の面積

未満）以上 

（27条の７） 

 

(面積要件なし) 

  

 

届 出 

(申請) 

時 期 

契約締結後２週間以内

（利用目的・対価の額） 

(23 条) 

契約締結前 

(届出をした者は６週間契約をしてはならない) 

(27 条の４第３項)      （27 条の７） 

契約締結前 

    

 

勧 告 

(許可) 

要 件 

 

利用目的のみ 

・公表された土地利用

計画に適合しないこ

と等    (24 条) 

  

価格及び利用目的 

・届出時の相当な価額に

照らし著しく適正を欠

くこと 

・土地利用計画に適合し

ないこと等 

 

価格及び利用目的 

・届出時の相当な価額

に照らし著しく適正を

欠くこと 

・土地利用計画に適合

しないこと等 

・投機的取引に当たる

こと 

価格及び利用目的 

（不許可基準） 

・区域指定時の相当な

価額に照らし適正

を欠くこと 

・土地利用計画に適合

しないこと等 

・投機的取引に当たる

こと     (16 条) 

 

措置 
・知事の勧告   (24 条) 

・措置の報告   (25 条) 

・公表         (26 条) 

・土地に関する権利の処

分のあっせん  (27 条) 

・助言     (27 条の２) 

・勧告等    (27 条の５) 

・25 条～27 条準用 

・勧告等   (27 条の８) 

・報告徴収 (27 条の９) 

・25 条～27 条、27 条の

５第２項、第３項準用  

・許可又は不許可 

(17 条) 

(申請日から６週間

以内に処分) 

・許可を得ない契約は

無効    (14 条) 

 

制度 

運用 

状況 

 

全国 

（東京都小笠原村を除く） 

 

指定実績なし 

令和６年２月末現在 

東京都小笠原村のみ指定 

 

指定実績なし 

過去の指定状況（熊本県） 

熊本市   S62～H11 

天草地区  H2～H9 

阿蘇地区 H3～H8 
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事後届出制 手続のフロー （23条～27条の2）

土地売買等の契約をした者のうち
権利取得者（買主）

契約締結後２週間以内に届出（23条Ⅰ）

市町村長

意見があるときは

意見を付して送付（23条Ⅲ、15条Ⅱ準用）

都道府県知事（政令市長）

対象面積（23条②）

●市街化区域 2,000㎡以上

●その他の都市計画区域 5,000㎡以上

●都市計画区域外 10,000㎡以上

［勧告基準］（24条Ⅰ）

（利用目的）
●公表されている土地利用に関する計画に
適合しないこと

土地利用審査会に

意見聴取（24条①）
土地利用審査会

勧告（24条Ⅰ）助言（27条の2）不勧告

報告の要求（25条）届出をした者
（権利取得者）

必要な斡旋等（27条） 公表（26条）

勧告は届出の日から３週間以内
（３週間以内の延長可）（24条ⅡⅢ）

勧告に従わないとき勧告に従ったとき

政令市の場合はなし

H27.4.1～

H27.4.1～
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注視区域指定の手続 （27条の3）

都道府県知事又は政令市の長

指定要件（27条の3Ⅰ）

国土交通大臣に報告
（27条の3Ⅲ、12条Ⅴ準用）

公告（27条の3Ⅲ、12条Ⅲ準用）

注視区域の指定（27条の3Ⅰ）

関係市町村長に通知
（27条の3Ⅲ、12条Ⅴ準用）

周知させるための措置
（27条の3Ⅲ、12条Ⅴ準用）

●地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動

に照らして相当な程度を超えて上昇し、又は上昇

するおそれがあるものとして国土交通大臣が定める

基準に該当

●適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずる

おそれ

指定期間…5年以内（再指定も可）
（27条の3Ⅲ、12条Ⅱ準用）

（指定の効果）

注視区域内においては、法定面積以上の土地
取引等について、契約締結前に、届出が必要
となる。（27条の4Ⅰ）

地価の動向・土地取引の状況等に関する調査
（27条の3Ⅲ、12条Ⅹ準用）

注視区域の指定の事由がなくなったと認めると
きは注視区域の指定を解除
（27条の3Ⅲ、12条ⅩⅡ準用）

意見
（27条の3Ⅱ）

土地利用審査会
及び

関係市町村長
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注視区域における事前届出制 手続のフロー （27条の4～27条の5）

土地売買等の契約を
締結しようとする者（両当事者）

届出 （27条の4Ⅰ）

市町村長

意見があれば

意見を付して送付 （27条の4Ⅳ、15条Ⅱ準用）

都道府県知事（政令市長）

［勧告基準］（27条の5Ⅰ）

（価格）
●届出時の近傍類地の取引価格、地価公示価格等を
考慮して算定した土地に関する相当な価額に照らし、
著しく適正を欠くこと

（利用目的）
●土地利用に関する計画に適合しないこと
●公共・公益施設の整備の予定又は自然環境の保全上

不適当であること

勧告又は不勧告の通知を
受けない限り、届出の日か
ら６週間を経過するまで契
約を締結できない。
（27条の4Ⅲ）

対象面積（27条の4Ⅱ）

●市街化区域 2,000㎡以上

●その他の都市計画区域 5,000㎡以上

●都市計画区域外 10,000㎡以上

政令市の場合はなし

土地利用審査会に

意見聴取（27条の5Ⅰ）
土地利用審査会

勧告（27条の5Ⅰ）不勧告の

通知（27条の5Ⅲ）

報告の要求
（27条の5Ⅳ、25条準用）

届出をした者
（両当事者）

必要な斡旋等（27条の5Ⅳ、27条準用） 公表（27条の5Ⅳ、26条準用）

届出の日から6週間以内
（27条の5Ⅱ）

勧告に従わないとき勧告に従ったとき
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監視区域指定の手続 （27条の6）

都道府県知事又は政令市の長

指定要件（27条の6Ⅰ）

国土交通大臣に報告
（27条の6Ⅲ、12条Ⅴ準用）

公布・施行

関係市町村長に通知
（27条の6Ⅲ、12条Ⅴ準用）

周知させるための措置
（27条の6Ⅲ、12条Ⅴ準用）

●地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれ

●適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を
生ずるおそれ

指定期間…5年以内（再指定も可）
（27条の6Ⅲ、12条Ⅱ準用）

（指定の効果）

監視区域内においては、都道府県等の規則で
定める面積以上の土地取引等について、契約
締結前に、届出が必要となる。（27条の7Ⅰ）

地価の動向・土地取引の状況等に関する調査
（27条の6Ⅲ、12条Ⅹ準用）

監視区域における報告の徴収
（27条の9）

監視区域の指定の事由がなくなったと認めると
きは監視区域の指定を解除
（27条の6Ⅲ、12条ⅩⅡ準用）

意見
（27条の6Ⅱ）

土地利用審査会
及び

関係市町村長 意見
（27条の7Ⅳ、

27条の6Ⅱ準用）

必要があると認めるときは、都道府県等の規則
で定める面積を変更
（27条の7Ⅲ）

監視区域の指定
（27条の6Ⅰ）

公告
（27条の6Ⅲ、12条Ⅲ準用）

届出対象面積を定める
都道府県等の規則

（27条の7Ⅱ）
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監視区域における事前届出制 手続のフロー （27条の7～27条の8）

土地売買等の契約を
締結しようとする者（両当事者）

届出（27条の７Ⅰ、27条の４Ⅰ準用）

市町村長

意見がある場合は
意見を付して送付

（27条の７Ⅰ、27条の4Ⅳ準用、15条Ⅱ準用）

都道府県知事（政令市長）

［勧告基準］（27条の８Ⅰ）

（価格）
●届出時の近傍類地の取引価格、地価公示価格等を
考慮して算定した土地に関する相当な価額に照らし、
著しく適正を欠くこと

（利用目的）
●土地利用に関する計画に適合しないこと
●公共・公益施設の整備の予定又は自然環境の保全上

不適当であること

勧告又は不勧告の通知を
受けない限り、届出の日か
ら６週間を経過するまで契
約を締結できない。
（27条の７Ⅰ、27条の４Ⅲ準用）

対象面積（27条の７Ⅰ、27条の４Ⅱ準用）

●都道府県知事等が規則で定める面積以上

政令市の場合はなし

土地利用審査会に

意見聴取（27条の８Ⅰ）
土地利用審査会

勧告（27条の８Ⅰ）不勧告の通知
（27条の８Ⅱ、27条の５Ⅲ準用）

報告の要求
（27条の８Ⅱ、25条準用）

届出をした者
（両当事者）

必要な斡旋等（27条の８Ⅱ、27条準用） 公表（27条の８Ⅱ、26条準用）

届出の日から6週間以内
（27条の８Ⅱ、27条の５Ⅱ準用）

勧告に従わないとき勧告に従ったとき
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規制区域指定の手続 （12条）

都道府県知事（政令市長）

指定要件（12条Ⅰ）

国土交通大臣に報告 （12条Ⅴ）

公告（12条Ⅲ）

規制区域の指定（12条Ⅰ）

関係市町村長に通知 （12条Ⅴ）

周知させるための措置 （12条Ⅴ）

（都市計画区域内）

●土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、

又は行われるおそれ

●地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれ

（都市計画区域外）

●上の事態が認められ、事態を緊急に除去しなければ適正

かつ合理的な土地利用の確保が著しく困難となると

認められる

指定期間…５年以内（再指定も可）（12条Ⅱ）

（指定の効果）

規制区域内においては、すべての土地取引等
について、都道府県知事の許可が必要となる。
（14条）

関係市町村長

土地利用審査会に確認を求める（12条Ⅵ）

意見
（12条Ⅵ）

確認・不確認

の通知（12条Ⅶ）

土地利用審査会

公告（12条Ⅷ）

国土交通大臣

に報告（12条Ⅷ）

規制区域の指定が失効（12条Ⅸ）

地価の動向・土地取引の状況等に関する調査
（12条Ⅹ）

規制区域の指定の事由がなくなったと認める
ときは規制区域の指定を解除
（12条ⅩⅡ）

確認の場合 不確認の場合

H27.4.1～
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規制区域における許可制 手続のフロー （14条～21条）

土地売買等の契約を
締結しようとする者（両当事者）

許可申請（15条Ⅰ）

市町村長

意見があるときは意見を付して送付（15条Ⅱ）

都道府県知事（政令市長）

全ての土地取引が対象（14条Ⅰ）

［許可基準］（16条Ⅰ）

（価格）
●規制区域指定時における地価で固定（物価修正は行う）

（利用目的）
●自己居住用
●規制区域内で既に事業を行っている者のその事業用
●収用適確事業用
●居住者の福祉又は利便のための施設用等
●土地利用に関する計画に適合
●公共・公益施設の整備の予定又は自然環境の保全上適当

土地利用審査会に

意見聴取（16条Ⅱ）
土地利用審査会

許可（17条Ⅰ）

買い取り請求
（19条Ⅰ）申請をした者

裁決
（20条Ⅱ）

処分は許可申請の日から６週間以内（17条Ⅱ）

・審査請求がされた日から２月以内に裁決
・裁決を行う場合は、公開による口頭審理等

買い取り
（19条Ⅱ）

都道府県知事

土地利用審査会審査請求
（20条Ⅰ）

許可を受けないでした契約
は無効（14条Ⅲ）

不許可（17条Ⅰ）

（一定のものについて許可しようとする場合）

H27.4.1～

政令市の場合はなし

H27.4.1～
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遊休土地制度について（２８条～３５条） 

 

遊休土地制度とは、土地の取得後、適正な利用が図られていない低・未利用地について、

その土地所有者に積極的な利用を促すための制度として、国土利用計画法に位置づけられ

ています。 

この制度の適用は、国土利用計画法に規定された土地取引の許可又は届出が行われたも

ののうち、以下に示す「遊休土地の要件」に該当する低・未利用地が対象となります。（し

たがって、要件を満たさない面積規模の小さな土地や取引が行われていない土地などは対

象となりません）。 

要件に該当する低・未利用地について遊休土地である旨の通知を行い、その土地所有者

から遊休土地の利用処分の計画を提出させた上、必要な助言や勧告等を行い、その活用を

図るものです。 

 

■遊休土地の要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

■遊休土地制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市
町
村
長 

 

都
道
府
県
知
事 

 

遊
休
土
地
の
所
有
者 

 

土地利用審査会  地方公共団体等  

遊休土地の申出 

①遊休土地である旨の通知 

②土地の利用処分計画 
（６週間以内市町村長経由） 

④計画に関する助言・勧告 

⑤買取協議を行う旨の通知 

⑥買取協議 
③計画に関し勧告する 

場合の意見聴取 

①１号要件：国土法第23条の届出を要する面積（市街化区域2,000㎡、その他の都市

計画区域5,000㎡、その他の区域10,000㎡）以上の一団の土地であるこ

と。 

②２号要件：取得後２年を経過 

③３号要件：低・未利用な状態 

④４号要件：周辺状況から利用を特に促進する必要性 
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